
園児・保護者 入所施設

園児・保護者 医療機関

１. 保護者の事前準備

①医療機関に下記の書類について記載を依頼 ②医師が園児への日常的な医療行為の必要性
を判断し書類を記載

札幌市（子育て支援部長）

【様式2-2】主治医意見書【様式2-3】主治医指示書

３. 医療的ケア児保育認定審査会の開催

①出席者は子育て支援部長が児童相談所長、巡回指導専門
員（心理判定員）、指導担当課長の中から児童の申請内容
に応じて選定。
入所先の施設長や看護師にも出席を依頼する場合が有る。

②医師の意見書及び指示書や施設が作成した行動観察報告
書を基に、当該施設において、児童の集団保育が可能かど
うか判断する。

２. 施設での手続き（既在園児）

②医療的ケア児保育認定を依頼

【様式1-3】障がい・医ケア児保育等（認定・再認定)依頼書
【様式1-4】既利用児童の行動観察報告書

①札幌市へ下記の書類を提出

【様式2-1】医療的ケア児保育等実施申出書
【様式2-2】主治医意見書【様式2-3】主治医指示書
（所持があれば）障がい関わる手帳の写し

認 定

※入所前児童が手続きする場合
「１. 保護者の事前準備」は同様。「２. 施設での手続き（既在園児）」については、入所手
続きの過程で入所予定施設において観察保育を実施し、その結果を施設から札幌市へ報告する
よう求める。その報告と医師の診断書等を基に審査会で認定する。（障がい児保育認定と同様
の取り扱い）

医療的ケア児保育認定事務の流れ（概要） 【資料５-４】


